
第５回 今後の若年者雇用に関する研究会

事務局説明資料

資料１

厚生労働省人材開発統括官付
若年者・キャリア形成支援担当参事官室



Ⅰ 若者の労働市場慣行について
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○ 「新卒一括採用」とは：企業が計画的・継続的に、卒業予定の学生・生徒に対象を限定し

（＊近年は概ね既卒３年以内の者を対象に含む場合も多いもの）募集・選考を行い、卒業時（通常春季）に一

括して採用を行う慣行。大企業を中心とした、基幹人材を基本的にこうした新卒採用及びそ

の計画的養成により賄う人事方針（中途採用等は新卒採用の未充足、見込を上回る転職等が発生した場合

のあくまで補充的位置づけ）としての側面を指す場合も多いもの。

○ 新卒一括採用は、日本独特の企業の募集採用慣行であり、この慣行により一般の労働市

場とは別に新卒者の労働市場が成立。そのため、実務に直結したスキルのない新卒者であっ

ても、学校卒業時に失業を経ることなく就職することが可能。また、企業にとっては、募集選考、

教育訓練等を計画的・効率的に行うことが可能。

※毎年度の変動はあるものの、大学生だけで40万人以上が安定的に就職（就職希望者の９割以上が卒業時に就職）

※我が国の若年層の失業率が諸外国に比べて低く抑えられていることにつながっていると考えられる。

15～24歳層の失業率：日本 3.8%、アメリカ 8.6%、イギリス 11.6%、フランス 20.1%、ドイツ 6.2%、カナダ11.1%、

イタリア 32.2%、韓国10.5% 、スウェーデン16.8％、スペイン34.3％

（出典：OECD.Stat2018）

○ 一方、学校卒業時に希望に即した就職ができなかった者（典型的には、就職環境が特に厳しい時期

に卒業を迎えた者）や、様々な事情により転職を希望する者にとって、就職機会が制約される、ま

た、企業の立場でも、新卒一括採用に偏ると、結果として能力を備えた転職者等の採用機会

を逸す等のデメリットも。

新卒一括採用について
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関係者からのヒアリングにおいて出された主な意見

・ 「通年採用」は、４月に限らず通年で入社する仕組みのことを指しており、「通年選考」
ではない。ジョブ型雇用は基本的には欠員が生じた時や新事業を立ち上げる時に人員を
募集することになるため、ジョブ型雇用は通年採用となる。（使用者側）

・ 大学の就活スケジュールは必要と思っている。もしルールがなくなれば、採用自体が複
線的になり、新卒サイトではなく転職と一体化した若者仕事サイトのようなものになる可能
性。（募集情報等提供事業者）

・ 採用スケジュールの早期化が水面下でおきている。それでも早く内定を得られる学生
はよいが、得られない学生は３年生から４年生まで長期間の就活を強いられるという点が
懸念（大学側）

・ 採用スケジュールの早期化については、誓約書を書こうが何をしようと学生１０月１日
まではいくらでも辞めて構わないということを、当たり前の権利のように学生に伝えていく
ことができれば、早くやることによる費用対効果の悪さを企業も感じ、少し抑えられるので
はないか。（大学側）
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関係者からのヒアリングにおいて出された主な意見

・ ミスマッチを感じて辞めてしまうことが課題として挙げられるが、インターンシッ
プが１つの有効な方策ではないか。一方で、中小企業にはインターンシップのノ
ウハウや受け入れるためのマンパワーが不足している。そこを行政として支援し
ていただくことが若年者雇用に資する施策になるのではないか。（使用者側）

・ インターンシップの言葉の定義に関する問題もあり、インターンシップについて
は大学側・経営側からも色々な意見が出されている。（使用者側）

・ インターンシップとアルバイトの定義が曖昧なため、トラブルを未然に防ぐため
にもガイドラインを策定し、入口でしっかり区分けができるようにするべきではな
いか。（労働者側）
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新規大学卒業予定者等の就職・採用活動開始時期について

※１ 広報活動：採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動。採用のための実質的な選考とならない活動。
※２ 採用選考活動：採用のための実質的な選考を行う活動。採用のために参加が必須となる活動。

⇒ 2013年９月

⇒ 2015年12月

⇒ 2016年９月

⇒ 2017年４月

⇒ 2018年３月

大学学事日程例
１月～２月
後期試験

３月
春季休暇

４月～７月
授業

８月～９月
夏季休暇

７月～８月
前期試験

広報活動 ※１

2013年3月卒

2014年3月卒

2015年3月卒

４年次

１０月～１月
授業

３年次

2016年3月卒

１２月１日 ４月１日

３月１日 ８月１日

2017年3月卒

2018年3月卒

2019年3月卒

2020年3月卒

広報活動 採用選考活動

広報活動

採用選考活動 ※２

６月１日

採用選考活動

３月１日

10月～
授業

採用

内定

採用

内定

採用

内定

10月１日

10月１日

10月１日

広報活動

６月１日

採用選考活動

３月１日

採用
内定

10月１日

⇒ 2018年10月
⇒ 2019年10月

2021年3月卒（現行4年生）

2022年３月卒（現行3年生）

経団連指針・就問懇

申合せ 決定月

関係省庁連絡会議
(内閣官房(主催),文科,厚労,経産)

決定月

＜新たに政府が関係省庁連絡会議を開催し、以下の日程を決定＞
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キャリアセンターへの事務局ヒアリング
（東北、関東、東海、近畿、四国、九州各１大学）

• 利用状況
– 2・6・2の6の層が主に利用（東北、東海）

–就職活動に前向きな学生と困難な学生は利用するが、その他大部分は利用し
ないため、実態把握に苦慮している（四国）

–進路報告がない学生に電話をかけ、イベント参加を促している（関東）

• インターンシップについて
– 1 dayの参加が多い。企業の情報収集や業界研究に有効（近畿、四国、九州）

• 就活サイトについて

– ６社程度の登録会をやっている。登録すると情報が一斉に流れ込むので、絞り
込むように伝えている（東北）

–狭い範囲での情報収集にならないよう、併用を勧めている（九州）

• 学生が注目する情報

–給与や休日。有給取得率や残業時間まで見ているとは言い難い（近畿）

–給与、休日、福利厚生が上位。青少年雇用情報は、残業や離職率等の問い合
わせがあった際にキャリアセンターとして解説している（東海）
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学生への事務局ヒアリング（Ａ～Ｆ 計６名）

• 就職活動に関する情報源 （リクナビ、マイナビ等の他に）

A: キャリアセンターにある先輩の体験談冊子で内定先企業を初めて知った。

退職者等の口コミサイトも参考にした。

B: サイトも見るが信用しておらず、先輩やキャリアセンターに聞いた。

C,F: 企業説明会やインターンで直接聞いた話を重視した。

E: 説明会だけでは悪い面を見られないので、学生による口コミサイトも活用。

• 最終的な就職先の決め手

A,E,F: インターン、説明会、面接等で接した職員の印象。

D: 30代での年収、若いうちから海外転勤を経験できるか。

• 内定後の不安、企業から受けたいフォロー等

A,E: 内定者のSNSコミュニティなど、同期と話す機会がほしい。

B: 若手の懇親会、資格取得のための勉強会がほしい。

C: 定期的に人事が大学に来て面談しているので特に不安はない。

D: 配属先の早期周知を希望する。
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（資料出所） 厚生労働省 「労働経済動向調査（2019年8月）」

（注）2010~2018年は過去1年間に新規学卒者枠で正社員の募集を行った事業所を、2019年は前年度

に新規学卒者枠で正社員の募集を行った事業所を100として集計。

（注）構成比は小数点以下を四捨五入しているため、計は必ずしも100とはならない。

（注）2015年調査から会社以外の法人も調査対象としたため、以前の結果との比較には注意を要する。

（注）2010年～2017年、2019年調査は、労働経済動向調査をもとに人材開発統括官にて加工して作

成。

■ 新規学卒者採用枠での既卒者の応募受付状況 ■ 新規学卒者採用枠に応募可能な卒業後の経過期間

（資料出所） 厚生労働省 「労働経済動向調査（2019年8月）」

（注）2010年~2018年は過去1年間に新規学卒者枠で正社員の募集を行った事業所のうち、2019年は前年度に新

規学卒者枠で正社員の募集を行った事業所のうち、既卒者が応募可能だった事業所を100として集計。

（注）構成比は小数点以下を四捨五入しているため、計は必ずしも100とはならない。

（注）2015年調査から会社以外の法人も調査対象としたため、以前の結果との比較には注意を要する。

（注）労働経済動向調査をもとに人材開発統括官にて加工して作成。

応募可能だった
70％

既卒者の募集状況

○ 新規学卒者採用枠で既卒者を募集した事業所は2019年調査で70％となっている。
○ 新卒者の採用枠で既卒者を受け入れる場合の応募可能な卒業後の経過期間が、２年超又は経過期間に上限はない
とする事業所は2010年には64％であったが、2019年には75％となっている。

応募
不可だった

採用に
至らなかった

採用に至った

３年超

１年超～２年以内

１年以内

２年超～３年以内

不明

卒業後の
経過期間に
上限はない

不明

２年超 又は
経過期間に上限はない

75％
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通年採用・秋期採用に関する企業側・学生側の意向

60.6 7.8 31.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通年募集・秋季募集を行う企業が多ければ良いと思うか

はい いいえ どちらともいえない

【学生側の意向】

61.2

47.9

34.3

15.7

7.4

14.6

23.3

8.3

1.6

4.6

0 10 20 30 40 50 60 70

就職活動に時間をかけて自分に合った企業を見極めたいから

希望する就職先の候補が複数あり、採用スケジュールが重なるのを避けた…

現在のスケジュールでは、学業に支障があるから

海外留学をして帰国する際に、より容易に就活できるようになるから

教育実習のスケジュールと重なるから

公務員試験のスケジュールと重なるから

卒業後しばらくしてから仕事に就くことができるようになるから

家庭の事情などで特定の時期に集中して就職活動ができないから

その他

特に理由は無い

通年募集・秋季募集が良いと思う理由（複数回答）
(%)

資料出所：ＪＩＬＰＴ調査シリーズ178（2018年3月）大学生・大学院生の多様な採用に対するニーズ調査

Ｎ=3395

9



通年採用・秋期採用に関する企業側・学生側の意向

【企業側の意向】

資料出所：ＪＩＬＰＴ調査シリーズ179（2018年3月）企業の多様な採用に関する調査

37.5

71.0

81.5

86.1

91.4

89.8

77.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満

30～99人

100～299人

300～499人

500～999人

1000人以上

無回答

Ｈ30年春の新規大卒における勤務を開始する時期（企業規模別）

4月又は3月の定められた日のみ

4月又は3月に限らず複数設定してい

る

採用が決定する都度、通年的に勤務

を開始することとしている

無回答

採用のために追加

的な人員や費用を

割けないから

秋季採用や通年採

用では中途採用の

みを対象としてい

るから

秋季採用や通年採

用のメリットを感

じないから

春季採用のみで必

要な人材を概ね確

保できるため必要

がないから

卒業時点から間を

おかずに採用した

いから

それほどニーズが

あるとは思えない

から

その他 無回答 N

30人未満 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 3

30～99人 24.0 21.4 9.0 23.0 27.7 21.6 11.1 5.3 379

100～299人 23.2 29.9 9.3 30.7 23.7 19.2 7.2 4.5 375

300～499人 22.2 30.5 9.6 40.7 21.6 14.4 10.2 1.2 167

500～999人 23.5 29.2 12.8 34.6 23.5 11.1 14.0 3.7 243

1000人以上 26.4 32.6 11.2 44.4 18.9 11.8 9.1 2.5 439

無回答 22.0 27.5 8.3 32.3 19.5 16.6 8.3 4.5 313

合計 23.8 28.3 10.0 33.9 22.5 16.2 9.7 3.9 1919

複数回の採用や通年採用を実施しない理由（複数回答）
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■大学などは、教育の一環として積極的に関与することが必要

・単位化の検討、実施体制の整備、学習成果の適切な評価等を進める

・多様な形態のインターンシップを取り入れる（短期、中長期、専門教育と関連付けたプログラムなど）

■企業は、将来の社会･地域･産業界などを支える人材育成の観点から推進

・長期的な視野に立った継続的な受け入れが望ましい

・実施体制の整備、学生の受入れの公正性・透明性を確保するための適切な運用のためのルールづくり

⇒ インターンシップと称して就職・採用活動開始時期前に就職・採用活動そのものが行われないよう留意する必要がある

インターンシップ推進の
望ましい在り方

平成９年９月18日（平成27年12月10日改正）文部科学省、厚生労働省、経済産業省

〇 学生側：新たな学習意欲を喚起する契機、自己の職業適性や将来設計について考える機会

〇 大学側：キャリア教育・専門教育の推進、教育内容・方法の改善・充実、高い職業意識の醸成、自主性・独創性のある人材の育成

〇 企業側：実践的な人材の育成、大学等の教育への産業界等のニーズの反映、企業等に対する理解の促進、魅力発信

インターンシップの意義

インターンシップの推進にあたっての基本的考え方

○ インターンシップの実施にあたり、受け入れる企業等と学生の間に使用従属関係等があると認められる場合など、

労働関係法令が適用される場合もあることに留意する必要があり、その場合には、企業等において労働関係法令が

遵守される必要がある。

※ 平成9年9月18日付け労働基準局長通達（基発第636号「インターンシップ導入事業場に対する対応について」）（抄）

インターンシップにおける学生の労働者性については、一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を
受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事す
るなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するもの
と考えられ、また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある。

労働関係法令の適用
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インターンシップ参加時期

○ インターンシップの参加時期は、大学３年生・大学院１年生の「７月～９月」と「１月～３月」の参加割合が約４～５割と高く、次に
大学３年生・大学院１年生の「10月～12月」の割合が約３割となっている。

(資料出所） 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査（令和元年度）
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インターンシップ参加日数

○ 参加したインターンシップのうち、最長の日数のものは、「１日」との回答割合が約３割と最も高くなっている。
○ また、「1 日（以内）」など、比較的短い期間の回答割合が上昇している。

(資料出所） 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査（令和元年度）
14



(資料出所） 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査（令和元年度）

インターンシップにおける実質的な選考実施の有無
（参加したインターンシップの回数累計による集計）

○ 参加したインターンシップが採用のための実質的な選考を行う活動を含んでいたかについては、約3 割が「採用のための実質的
な選考を行う活動を含んでいた」との回答であった。
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出典：「採用と大学教育の未来に関する産学協議会・報告書 Society5.0に向けた大学教育と採用に関する考え方―概要―（2020年３月31日）」
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出典：「採用と大学教育の未来に関する産学協議会・報告書 Society5.0に向けた大学教育と採用に関する考え方―概要―（2020年３月31日）」
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新卒一括採用に関する概念の整理

いわゆる日本型の新卒一括採用に関して、現在、その見直しを図るべきとの考えが生じているところであるが、若者が就学から就職へと
至る入り口としての新卒採用のあり方について、その意味するところや対立概念、若者にとってのキャリア形成上の位置づけについて整
理することが、今後の若年者雇用対策を議論する上でも有用である。

概念等の整理に当たり、新規学卒者に対する採用・選考活動を、①採用・選考時期（在学中⇔卒業後）、②選考基準（ポテンシャル型⇔
明確なスキル・知識型）、③採用後の職務範囲（職務無限定⇔職務限定（いわゆるJob型））の３軸に分けて整理し、それぞれを定義する。
＊選考基準として「明確な知識・経験・スキルを求めるもの」を「明確なスキル・知識型」と、それ以外の「人柄や学生時代の経験等を広く総合的に評価するもの」を「ポテンシャル型」と
する。
＊採用後の職務範囲として、「雇用契約において特定の職務に限定するもの」を「職務限定（いわゆるJob型）」、「雇用契約において特定の業務に限定しないもの」を「職務無限定」と
する。

新規学卒者の採用・選考の類型

【典型的新卒一括採用（タイプA）】
学生を、在学中（ａ）に、企業における将来の活躍可能性について総合的に評価（ｂ）し、卒業後（ｃ）の入社を予定して、採用選考を行うもの
であり、入社後に従事する職務が特定のものに永続的に限定されることがない（ｄ）もの。
（※）下線ａ～ｄの違いにより、「一部理系の新卒一括採用（タイプＢ）」、「既卒３年採用（タイプＣ）」、「新卒者・既卒者の中途採用（タイプＤ）」、
「資格職の採用選考（タイプｂ）」となり、これらの新規学卒者の採用・選考の類型は現代日本にも見られる。

【典型的欧米型採用システム（タイプｄ）】
学生を、卒業後に、企業における将来の活躍可能性について職務に要する明確なスキルや知識の有無に基づいて評価し、採用内定後
即時の入社を予定して、採用選考を行うものであり、入社後に従事する職務は特定のものにほぼ永続的に限定されるもの。

対立概念

※ 「中途採用」は、非・新卒者を採用選考する場合は対象者が異なる（新卒一括採用をしつつ経験者の中途採用を行う企業は珍しくない）。また、新卒者・既
卒者を中途採用し、かつ、在学中の選考を一切行わない場合であっても、入社後の職務が無限定であれば厳密な対立概念ではない。

※いわゆる「通年採用」は、「通年“選考”」であれば「在学中」に選考を実施する時期の相違に過ぎず、「通年“入社”」であれば「卒業後」に選考を実施するタ
イプのいずれかに含まれるため、「通年採用」のみでは対立概念とはならない。

ポテンシャル型 明確なスキル・知識型

在学中
タイプA

（典型的新卒一括採用）
タイプB

（一部理系の新卒一括採用）

卒業後
タイプC

（既卒３年採用）
タイプD

（新卒者・既卒者の中途採用）

在学中
タイプａ

（　　－　　）
タイプb

（資格職の採用選考）

卒業後
タイプｃ

（　　－　　）
タイプｄ

（典型的欧米型採用システム）

選考基準

採
用
・
選
考
時
期

職務無限定
職
務
範
囲職務限定

（Ｊｏｂ型）
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初職入職に関する諸外国との比較
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卒業後の進路を決めた時期（SA）
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在学中に卒業後の最初の仕事は決まっていたか（SA）

決まっていた 決まっていなかった（卒業後に決まった）
（単位：％）

出典：リクルートワークス研究所 「Global Career Survey」
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日本

(n=597)

アメリカ

(n=484)

ドイツ

(n=530)

韓国

(n=556)

大学・学校のキャリアセンターによる職業紹介 7.7 11.4 7.7 9.4

大学・学校による就職サイトや就職情報誌 5.7 11.0 6.4 8.1

大学・学校が主催する合同説明会 2.8 1.7 2.1 4.0

在学中のインターンシップやアルバイト 3.2 9.7 17.2 5.6

先生の紹介 3.5 3.5 4.3 10.8

家族や知人の紹介 8.4 11.6 7.5 14.6

民間の職業紹介所 1.7 3.5 1.5 1.3

民間の就職サイトや就職情報誌 33.5 12.8 7.2 24.6

民間の合同説明会 5.2 1.4 0.6 1.6

公的な職業紹介所 2.2 2.5 3.6 0.9

公的な就職サイトや就職情報誌 4.2 9.7 5.8 5.2

公的な合同説明会 1.5 0.2 0.4 1.1

会社に直接問い合わせ 5.4 8.3 24.9 5.2

その他 15.1 12.8 10.8 7.7

出典：リクルートワークス研究所 「Global Career Survey」

（単位：％）

※初職の勤務形態：自営・家族従業員を除く

初職入職に関する諸外国との比較

初職入職経路（ＳＡ）
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いわゆる新卒一括採用に係る論点

○ 新規学卒者の就職慣行について、

・若者にとってのキャリア形成上の位置づけ

・メリット、デメリットについて
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高等学校卒業者の採用選考について

高等学校卒業者に対する「統一的採用選考開始の期日」や、いわゆる「一人一社制(注1)」
等の、就職あっせんの仕組みについては、法令等に根拠のあるものではなく、高等学校
教育との調和等の観点から、全国統一的な申し合わせを踏まえた上で、都道府県労働局
などの関係者(注2)で構成された「都道府県高等学校就職問題検討会議」において、各地域
の実情に応じた「申し合わせ」を行い、それを関係者が遵守する「慣行」として実施されて
いる。
注1：企業が自社への応募に際して単願を求め、学校側としても、選考開始日から一定期間に限り、一人の生徒が応募できる企業を一社として学校推薦

する仕組み
注2：雇用対策主管部局、私立学校主管部局、教育委員会、学校側代表、経済団体など

「経済財政運営と改革の基本方針2018」等において、「一人一社制の在り方の検討」等
が示されたことから、「高等学校就職問題検討会議ワーキングチーム」を設置し議論。
令和２年２月にとりまとめた報告書において「対応の方向性（次頁、次々頁参照）」を示した。

最近の動き

現行の仕組み

（参考：高校が行う就職あっせんの特徴）

○ 通常の職業紹介とは異なり、入学以降、インターンシップや企業訪問等を活用しながら、教育活動全体を通じて組織的
かつ計画的な進路指導として行われる。

（参考：現在の就職慣行が果たしている役割）
○ 短期間でのマッチングが可能。
○ 求人が少ない状況下でも多くの生徒に比較的公平に応募の機会を与え、より確実に卒業時までに内定を得ることが可能
→ 生徒の立場 就職活動の長期化や複数社への応募による身体的・心理的・経済的負担を軽減
→ 求人企業の立場 計画的・効率的な採用選考が可能（内定辞退が限定的等）
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対応の方向性（就職支援の在り方等について）

○ 高等学校における就職支援の在り方について
○ 就職支援の経験が必ずしも多くない普通科等の進路指導担当教員が、必要なスキルを習得するための研修の機会が不十分である
旨の指摘がある。
→ 例えば、都道府県教育委員会等が実施する進路指導担当教員等を対象とした研修等においてハローワーク職員等を講師として派
遣するなどの支援や、高等学校の進路指導の場面で活用できる職業・企業に関する情報提供の充実を図るなど、学校とハローワーク
等が連携を強化した取組を推進していくべきである。
○ また、学校は、卒業生に対し、十分な就職支援を行うことが難しい状況にあるが、就職後１年以内の離職者については不安定就労
につながりやすい傾向がある。
→ 学校は既卒者からの求めに応じ、可能な範囲で就職相談等に応じるとともに、近隣のハローワーク等へつなぐなど、学校とハロー
ワーク等の関係機関が連携した取組を進めることが重要である。
→ これらの就職支援に当たっては、「就職支援を行うサポートスタッフ（補習等のための指導員等派遣事業）」等を活用して、就職相談
や企業求人の開拓、求人や職場見学の情報等の収集及び提供などを進路指導主事やハローワーク等と連携して行うことが効果的。

○ ハローワークの就職支援の在り方について
①早期離職者等への対応力の強化
→ 厚生労働省は、定着支援担当の職員の拡充を図るとともに、高等学校との連携体制の強化にも努めるべき。
②ハローワークにおける求人情報・職場情報の充実等
→ 厚生労働省においては、高校生が企業イメージを持ちやすいよう、高卒就職情報ＷＥＢ提供サービスへの職場画像情報の導入など
について検討していくべき。

○ ミスマッチ解消に向けたその他の取組の強化
・将来の進路・職業を見据えた上で進学する高校を選択したり、高等学校卒業後、自らの適性にあった進路を決定したりできるようにな
るためには、より早い段階から発達段階に応じた体系的なキャリア教育を推進することが重要。
→令和２年度から順次実施される小・中・高等学校の新学習指導要領においては、キャリア教育の充実を図ることについて明示され、小・
中・高等学校を通じてキャリア教育が体系的に推進されるよう規定された。

・文部科学省は、自己の進路や職業を主体的に選択する能力等を身に付けることができるよう、児童生徒が自らの学習活動等の学びのプ
ロセスを記述し振り返ることができるポートフォリオ的な教材「キャリア・パスポート」の活用・普及を図ることが重要である。また、キャリア
教育の中核的な取組の一つとして、学校現場におけるインターンシップの実施を促していくべきである。
・厚生労働省は、高校生の企業選択に役立つように、高校生の立場での求人情報の見方や、応募就職先企業を選択する際のポイントなど
をわかりやすく取りまとめたリーフレットを作成し、高等学校現場での活用を促していくべきである。
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対応の方向性（一人一社制の在り方等）
（１）一人一社制の在り方について
○ 一人一社制など学校による就職あっせんの仕組みについては、全国統一的に採用選考期日等の申し合わせを行った上で、都道府
県ごとの状況に応じて、具体的な運用がなされている。高校生の就職活動の方針をとりまとめる都道府県高等学校就職問題検討会議
においては、教育行政及び労働行政等が連携し、労働市場の動向や早期離職の原因の分析等を行うことにより、地域の実情に応じて、
以下の選択肢のいずれかを選択することが妥当であると考える。

【具体的に提案するパターン】
①一次応募の時点から、複数応募・推薦を可能とする。ただし、応募企業数を限定することもあり得る（例えば、２～３社までとするなど）。
②一次応募までは1社のみの応募・推薦とし、それ以降（例えば10月1日以降）は複数応募・推薦を可能とする。また、就職面接会で応募す
る場合は、期間にとらわれず2社以上の応募を可能とする。
（※）当初から複数応募を可能とする場合においても、必ず複数応募しなければならないというものではない。地域や学校の実情に応じ
た柔軟な対応も可能。

（３）学校の就職あっせんと民間職業紹介事業者の就職あっせんの在り方について

○ 基本的な考えとして、学校の就職あっせんと民間職業紹介事業者による就職あっせんのそれぞれの特徴について、生徒に丁寧に説
明したうえで、生徒が主体性に基づき、①学校による就職あっせんを受けるか、②民間職業紹介事業者の就職あっせんを受けるかを選
択することが適当である。
○ 新規高等学校卒業者に対する就職あっせんについて、民間職業紹介事業者の本格的な参入はまだ行われていない状況にあるが、上
記の学校による就職あっせんと民間職業紹介事業者による就職あっせんのどちらかを選択する場合に加えて、これらを併用する場合の
在り方についても整理しておくことが適当であり、地域の実情に応じて、以下のいずれかを選択することが妥当であると考える。

【具体的に提案するパターン】
①学校の就職あっせんと、民間職業紹介事業者の就職あっせんについて、一次応募の時点から、同時に生徒が利用することを可能とす
る。
②学校の就職あっせんと、民間職業紹介事業者の就職あっせんについて、一次応募の時点から一定期間は同時に行わず、一定の時期
以降（例えば１０月１日以降）は同時に生徒が利用することも可能とする。
（※）必ず同時利用したり、同時に応募しなければならないというものではない。地域や学校の実情に応じた柔軟な対応も可能。

（２）民間の職業紹介事業者が行う高等学校卒業予定者に係る職業紹介の明確化等について
○ 高等学校卒業予定者に係る職業紹介は、職業安定法上、民間の職業紹介事業者が取り扱うことができる。利用できることの明確化、
民間職業紹介事業者であっても、採用選考期日などに関する申し合わせの遵守などが求められること等の明確化をすべき。
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Ⅱ 今後の若者雇用対策の在り方
について
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関係者からのヒアリングにおいて出された主な意見

・ 「就社」ではなく、自分の強みをいかせる職業に「就職」し、リカレント教育で能力の拡
大・向上に努めて、「キャリア自律」によって職業人生を豊かにしていくことが求められる。
長い職業人生の中で様々なライフイベント（育児・介護等）に応じて働き方も変化させなが
ら、キャリアをつないでいくことが必要。（使用者側）

・ ワークエンゲージメントは一人ひとりの自己実現や自分自身の強みを磨くとか、それを
応援しなければなかなか生まれない。（使用者側）

・ 「社会的交換理論」といわれる話で、あなたのために、会社はe-ラーニングのメニュー
を充実し、今の職務と関係ないものを勉強してもらうことになるかもしれないが、それに
よって仕事のモチベーションが上がる。会社にとっては、その仕事が職場にある限り、定
着率も上がるかもしれない。こういう方向について、今、充実させていこうと各社取り組ん
でいるところ。（使用者側）

・ 会社からはKPIや目標が与えられ、それをこなせと言われる。こなせないと単に叱咤さ
れるだけで、やり甲斐などにもつながらない（労働者側）

・ 「安定志向が強い」と言われているが、もう一方では逆の意味でチャレンジする企業、ま
たはチャレンジした時に自分を評価してくれる企業、その企業に入ってキャリアを伸ばせ
るかどうかが学生たちの思考のキーポイントではないか。（大学側） 26



新卒応援ハローワークの概要

個別支援による相談

新卒応援ハローワーク（全国56か所）

（支援対象者）
◆ 大学・短大・専修学校等新卒者及び未就職卒業者（卒業後概ね3年以内の者）
※大学等の連携の下、特に以下の課題を抱える学生等を重点に支援
・通常の採用選考スケジュールの下で、就職活動に乗り遅れてしまった、
コミュニケーション等に困難を抱える等により、内定に至っていない学生等

・自己理解・仕事への理解等の不足により、就職決定に至ってない卒業後3年以内の者

（主な支援メニュー）
新卒者等が就職実現に向け抱える課題に着目した以下の支援メニュー
◆ 就職支援ナビゲーター（※）による担当制のきめ細かな支援

※『新卒者等の就職支援』を専門とする職業相談員。企業の人事労務管理経験者などを採用。

【実績】就職決定者数：約1８.４万人（令和元年度）

◆ 就職活動の進め方の相談、エントリーシートや履歴書などの作成相談
◆ 応募希望企業の属性に応じてカスタマイズされた個別面接指導（模擬面接）
◆ 職業適性検査や求職活動に役立つ各種ガイダンス・セミナー（ビジネスマナー等）
◆ 企業説明会等によるマッチングの機会の提供
◆ 就職後の職場定着のための支援
◆ 大学等へ定期的に訪問し出張相談。職業意識形成に関する学内でのセミナーの開催
◆ 全国ネットワークを活かしたＵＩＪターン就職支援 等

※以上の支援を常時、効果的に展開するため、個室型の相談ブース、企業説明会の会場等の
庁舎環境を整備

（平成22年度より設置）
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◆ 「わかものハローワーク」、「わかもの支援コーナー」等の設置（平成24年度より設置）

フリーターの正社員就職の支援拠点として『わかものハローワーク』（全国28カ所）、『わかもの

支援コーナー』等（全国195カ所）を設置し、就職支援ナビゲーターが中心となり以下の支援を実施。

【対象者】おおむね３5歳未満で正社員就職を希望する求職者であり、不安定就労の期間が長い方や

安定就労の経験が少ない方等

【実績】ハローワークにおけるフリーター等の正規雇用就職者数：約2０.４万人（令和元年度）

【主な支援メニュー】

○ 初回利用時のプレ相談の実施、担当者制によるマンツーマンでの個別支援

○ 正社員就職に向けた就職プランの作成、職業相談・職業紹介

○ 正社員就職に向けたセミナー、グループワーク等の各種支援メニュー

○ 就職後の定着支援の実施 等

◆ 「就職支援ナビゲーター」の配置

○ 若年者の採用・就職活動等に精通した専門の職業相談員として、わかものハローワーク等に配置。

○ キャリアコンサルタント等の有資格者や企業の人事労務管理経験者等を採用。

わかものハローワーク等の概要

セミナーの様子
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秋のレビューにおける指摘等

昨年、行政改革推進会議の下、外部有識者が参加する
公開の事業検証（秋のレビュー：令和元年11月13日開催）において、
「新卒・若者向け就業支援」が対象事業となった。

検証の結果、主に以下の内容が取りまとめられ、
今後、各施策においては所要の見直しを行っていく予定。

【秋のレビュー取りまとめの主な内容】
・ 雇用環境が大幅に改善していることから、全体的な見直しを加えるべき時期。

・ 対象者、支援内容等にあらためて整理すべき点がないかを検討し、必要に応
じた見直しを実施した上で、効果的な事業となるよう改善を図るべき。

・ 「新卒応援ハローワーク」、「わかものハローワーク」等について、各施設当た
りの支援件数等の設置効果などを改めて分析し、ＳＮＳの活用による合理化の
支援等を踏まえつつ、必要に応じて設置数の縮小や統合、ハローワーク本体へ
の吸収等による合理化を検討し、計画的に実行すべき。 等
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○ 若年者のためのワンストップサービスセンター（いわゆる「ジョブカフェ」）とは、平成15年6月に関係４大臣で合意された「若者自立・挑戦プラン」に

基づく施設（平成16年度から開始）。都道府県の主体的な取組として、若年者に対する幅広い就職関連サービスをワンストップで提供
※1 46都道府県（109カ所。香川県を除く）に設置（平成31年4月現在） ※2 若年者地域連携事業としては4７都道府県で実施

○ 地域関係者との連携の下、若年失業者やフリーター等の若者を広く対象に、以下に掲げる事業を創意工夫により実施するため、適切と認められ

る団体に対し、若年者地域連携事業を委託し、ジョブカフェ等において実施

厚生労働省（都道府県労働局）

都道府県労働局、都道府県商工労働部、教育委員会、事業
主団体、外部有識者等の地域の関係者で構成する協議会を設
置。都道府県の強み・特色を活かした事業内容を下記Ⅰ～Ⅴ
から選定し、あわせて事業の目標を設定。

事業年度終了後は協議会において事業評価を行う。

Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業におけ
る人材確保支援
Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サー

ビス
Ⅲ UIJターン就職に係る支援
Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援
Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県

の強み・特色を活かした事業

若年者地域連携事業

○施設の確保

○独自事業の実施

（例）
・UIJターン就職希望者に対する生活情報、企業
情報の提供等

・地元の学校等に対するキャリア教育支援

・地元の企業に対する働き方改革に関する相
談、セミナーの開催 等

ジョブカフェ

若年者地域連携事業のⅠ～Ⅴの事業内容
のうち、協議会において選定したものを実施

就 職

学生・生徒

フリーター

若年失業者

併設ハローワーク等に
おける職業紹介

若年者地域連携事業の概要

受託団体

都道府県

委託

支援

相談

＜若者自立・挑戦プラン＞ 平成15年6月10日 文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び経済財政担当大臣決定

○若者の生の声を聞き、きめ細やかな効果のある政策を展開するための新たな仕組みとして、地域の主体的な取り組みによる若年者のためのワンス
トップサービスセンター（通称、ジョブカフェ）の整備を推進する。
【センターのイメージ】
地方自治体と地域の企業、学校等の幅広い連携・協力の下、地域による主体的な取り組みとして、その実情に応じ、若年者に対する職業や能力開
発、創業支援に関する情報提供、インターンシップ等職場体験機会の確保、キャリアコンサルティング、就職支援サービス等を行う仕組み（センター）を
設ける。

※ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実施不可

令和2年度予算額
1,248,977（ 1,249,985 ）千円（雇用勘定）
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1

地域若者サポートステーション事業
○サポステ相談支援事業
・職業的自立に向けての専門的相談支援（個別相談・プログラム等）を実施
・IT技術（スカイプ等）を活用した相談環境を整備【充実】

・高校中退者等のニーズに応じたアウトリーチ型の相談等を実施

・人材不足の業種・職種等におけるサポステ利用者の個々のニーズに即したOJTとOff-JTを

組み合わせた職場体験プログラムを実施

・就職した者への定着・ステップアップ相談を実施

・困窮者自立支援とのワンストップ型支援のモデル展開（令和元年～２年度）

・福祉機関等へのアウトリーチ展開

○若年無業者等集中訓練プログラム事業
合宿形式を含む集団的プログラムにより、就職活動や職業生活に必要な実践的な知

識・能力の獲得に向けた集中的な訓練を実施（一部のサポステで実施）

ハローワーク

地域若者サポートステーション事業

就労に向けた支援

若者自立支援中央センター（全国１か所）
サポステスタッフ研修、調査・研究、情報収集・提供、 等
氷河期世代無業者一元案内・相談機能（サポステ・プラス・ナビ）

高校等教育機関

地域若者サポー トス テーシ ョ ン 1 7 7箇所
※ う ち 3 4 箇 所 は 常 設 サ テ ラ イ ト と し て 設 置

保健・福祉機関・他の支援機関との連携・リファー

サポステの支援がないと求職活動を行うのは困難なケース

地
方
自
治
体

地域社会
自治会、町内会等

商工会・商店街

○ 若者の数が減っているにもかかわらず、若年無業者（ニート※１）の数は近年、50万人台半ばで高止まりしている。これらの者の就労を支援することは、若者の可能性を広げるだけでなく、将

来生活保護に陥るリスクを未然に防止し、経済的に自立させ、地域社会の支え手とするとともに、我が国の産業の担い手を育てるために重要。

○ このため、若年無業者等の若者が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」（※２）において、地方自治体と協働し（※３） 、

職業的自立に向けての専門的相談支援、高校中退者等に対する切れ目ない支援、就職後の定着・ステップアップ支援、若年無業者等集中訓練プログラム等を実施。

○ さらに、「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）等を踏まえ、就職氷河期世代の支援のため、対象年齢の40歳代への拡大、把握・働きかけのための

福祉機関等へのアウトリーチ展開等を実施する。

企業
（職場体験先）

【サポステの実績（平成30年度末現在）】

～若者の職業的自立支援～

職業相談・紹介

（※１ 15～34歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者 ※２ H18年度～。若者支援の実績・ノウハウのあるＮＰＯ法人等 実施。15～39歳対象 ※３ 地方自治体から予算措置等）

＊ 平成27年度より、「就職者」について雇用保険被保険者になり得る就職者に限定、さらに平
成29年度より、雇用保険被保険就職であることを書類により確認できる場合に限定

＊ 平成30年度より、「就職等」とし、雇用保険被保険者となることが見込まれる就職及び公的
職業訓練スキームへの移行も含めて評価

○平成18年事業開始以来の進路決定者数（累計） 135,493人

○うち、「新成長戦略」に基づく政府目標「進路決定者数10万人」
（平成23～32 (令和２)年度に対する進捗状況 118,586人

→目標達成

公民館NPO等

・高校等からの支援対象者に係る情報提供
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業
訓
練
等
の
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路
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定
）

うち就職等者数(人)

10,197 10,104 16,271 62.1% 484,139 305,858 178,281

平成30年度地域若者サポートステーション事業の実績

進路決定者数(人) 登録者数(人) 就職等率(％) 総利用件数(件) 相談件数(件)
セミナー等

参加者数(人)

令和２年度予算額 5,299,062（3,971,954）千円
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若年層の不本意非正規労働者割合の推移（四半期）

○ 若年層の不本意非正規労働者割合の推移は、15～24歳層、25～34歳層いずれも低下傾向。

資料出典：総務省「労働力調査（詳細集計）」
（注）不本意非正規の割合は、非正規の職員・従業員のうち、現職の雇用形態についた主な理由に関する質問に対して回答した者のうち、当該回答が「正規の職員・従業
員の仕事がないから」と回答した者の割合として算出。値は原数値。不本意非正規のデータは、平成25年１月から調査。
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（資料出所） 厚生労働省職業安定局集計 （注）３年目までの離職率は四捨五入の関係で、合計と一致しないことがある。

新規学卒就職者の離職状況
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○ 卒業後３年以内に離職する者の割合は、中学卒で約６割、高校卒で約４割、大学卒で約３割となっており、特に
１年以内の離職率が高くなっている。
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新規学校卒業者の離職状況（平成２８年３月卒業者）
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平成28年3月新規学校卒業者の産業別卒業3年後の離職率

（資料出所）厚生労働省職業安定局集計

（％）
（％）

（％）

高卒平均：39.2% 大卒平均：32.0%

○ 新規学卒者の離職状況について、産業別・事業所規模別の離職率を公表（令和元年10月）。
公表した離職率データについては、事業所規模が大きいほど離職率が低い等の傾向が見られた。
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○正社員職を離職後正社員として転職した者について、初めての勤務先と現在の勤務先の職業生活の諸側面
に対する満足感を比較
⇒転職により、男女ともに、今の勤務先のほうがすべての面で満足度が高い

出典：若年者の離職状況と離職後のキャリア形成Ⅱ（第２回若年者の能力開発と職場への定着 に関する調査）」（平成31年３月JILPT調査シリーズNo.191）
※（独）労働政策研究・研修機構が実施したWebモニターアンケート調査の結果をもとに、厚生労働省が図表を作成。
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出典：若年者の離職状況と離職後のキャリア形成Ⅱ（第２回若年者の能力開発と職場への定着 に関する調査）」（平成31年３月JILPT調査シリーズNo.191）
※（独）労働政策研究・研修機構が実施したWebモニターアンケート調査の結果をもとに、厚生労働省が図表を作成。
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○正社員職を離職後正社員として転職した者について、初めての勤務先と現在の勤務先の企業規模を比較
⇒ 転職により規模の大きい企業から小さい企業へ労働移動

出典：若年者の離職状況と離職後のキャリア形成Ⅱ（第２回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査）」（平成31年３月JILPT調査シリーズ
No.191
※（独）労働政策研究・研修機構が実施したWebモニターアンケート調査の結果をもとに、厚生労働省が図表を作成。
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○正社員職を離職後正社員として転職した者について、初めての勤務先と現在の勤務先での週平均労働時
間を比較
⇒ 転職により労働時間の長い企業から短い企業へ労働移動
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出典：若年者の離職状況と離職後のキャリア形成Ⅱ（第２回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査）」（平成31年３月JILPT調査シリーズ
No.191
※（独）労働政策研究・研修機構が実施したWebモニターアンケート調査の結果をもとに、厚生労働省が図表を作成。
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○最初の正社員勤務先での勤務を継続している者と、離職後正社員に転職した者の世帯年収を比較
⇒ 転職により世帯収入は減少
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出典：若年者の離職状況と離職後のキャリア形成Ⅱ（第２回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査）」（平成31年３月JILPT調査シリーズ
No.191
※（独）労働政策研究・研修機構が実施したWebモニターアンケート調査の結果をもとに、厚生労働省が図表を作成。
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○ 「キャリア」とは：過去から将来の長期にわたる職務経験やこれに伴う計画的な能力開発
の連鎖を指すもの。一般に「職業生涯」や「職務経歴」等と訳される。

「キャリア（Career）」とは

（参考） 各領域において期待されるキャリアコンサルタントの役割

【ハローワークなど労働力需給調
整機関】

○ 求職者の職業選択の方向
性・職業生活設計の明確化

○ 上記を通じた就職活動の支
援又は職業訓練機関
への橋渡し

【教育機関】

○ 学生の職業選択・職業生活設計・学びの方向性の明確化
○ 上記を通じた円滑な就職活動の支援

【企業内】

○ 被用者の目指すべき職業
生活・職業生活設計の明確
化

○ 上記を通じた就労意欲・能
力開発の意欲の向上や「気
づき」の機会の提供

！

≪厚生労働省の主なキャリア形成支援施策≫

◆キャリアコンサルティングの推進

◆ジョブ・カードの普及・促進

◆職業訓練、能力評価等

－ キャリアコンサルティング（個人の適性や経験等に即し
た職業選択や能力開発を支援する相談）を担う専門人材で
あるキャリアコンサルタントを計画的に養成（令和２年３
月末キャリアコンサルタント登録者数は約５万人）。

－ キャリアコンサルタント資格については、名称独占の国
家資格として平成28年４月１日から法定化。

－ 「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能
力証明」の機能を担うツールとして、ジョブ・カードの普
及促進を図る。

－ キャリアアップに資する教育訓練機会の提供（公的職業
訓練等）・受講の支援（教育訓練給付、キャリア形成促進
助成金等）、その成果の適正な評価の仕組み（技能検定
等）を整備。

・ キャリアは、労働者の意思や適性、労働市場等の外的環境を反映したものとなるが、職業生活の長期化や産業構造・
労働市場の変化の下、全ての労働者等が意欲や能力に応じた仕事を自ら選択し（＝適職選択）、仕事を通じて能力や
やりがいを高め（＝キャリアアップ）、ひいては職業の安定、生産性向上への寄与を図ることが一層重要。

・ このため、キャリア形成（労働者が職務経験の積み重ねやこれに関わる教育訓練を通じ計画的に職業能力を高めてい
くこと）を、専門家（キャリアコンサルタント）による支援等を通じて推進することが必要。
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○ キャリアコンサルティングを行う専門家として、「キャリアコンサルタント」制度を法定化（平成28年４月から名称独占の国家資格に位置づけ）

○ 厚生労働大臣が認定する養成講習(1４0時間）を修了した者等がキャリアコンサルタント試験に合格した場合に取得可能
○ キャリアコンサルタントは５年毎の更新制（更新講習（知識講習８時間・技能講習30時間以上））により、その質を担保
○ キャリアコンサルタント登録者数は50,376人（令和２年３月末時点）
○ 社会環境の変化や労働政策上の要請等を背景とした期待される社会的役割の拡大に対して、これを確実に担うため知識
・技能を能力要件に反映し、養成・更新講習の科目・時間数（養成講習140→150時間）を改正（令和2年４月１日施行）

キャリアコンサルティング施策の概要

キャリアコンサルティングについて
○ 労働者の職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと

（職業能力開発促進法第２条第５項）
○ キャリアコンサルティングを通じて、労働者にとって、目指すキャリアの道筋を効果的に具体化することができる
企業にとって、従業員の仕事に対する意識を高め、人材の定着や組織の活性化が図られる

本人の希望の
明確化・
能力の棚卸し

長期的なキャリア
プランと
当面の目標の設定

「職業能力開発」
など、具体的な
行動の実行

新たな職業又は
キャリアアップへ

◆ 各領域におけるキャリアコンサルタントの役割例

【ハローワーク・
民間職業紹介機関等】
○仕事とのマッチング
を前提として求職者
等に対するキャリア
コンサルティングの
実施

○求職者の職業選択
の方向性や職業生
活設計の明確化

【企業】
○企業内のキャリア相
談室等において従業
員のキャリアコンサル
ティングを実施

○従業員が目指す職
業生活設計の明確
化や就労意欲等の
向上

【教育機関】
○大学のキャリアセン
ター等における学
生に対するキャリア
コンサルティングの
実施

○学生の職業選択・
職業生活設計・学
びの方向性の明確
化

≪主なキャリアコンサルティング関連施策≫
◆キャリア形成サポートセンター

◆グッドキャリア企業の魅力発信

◆キャリアコンサルタントの資質向上

○ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの普及
促進、企業におけるセルフ・キャリアドック(※）の導入推進

(※）年齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサル
ティングをうける機会を設定する仕組み

○従業員の自律的なキャリア形成支援について、他の模範とな
る取組をする企業を表彰し、その取組内容等を広く発信

○キャリコンサンルタントに対する指導に関する調査研究

【※一般的な流れ】

キャリアコンサルタントについて

◆訓練受講希望者等に対するキャリアコンサルティング

○訓練対応キャリアコンサルタントが適切な職業訓練の選択を
支援（一部の訓練では受講前のキャリコンサルティングが要件）41



職業生活の節目でのキャリアコンサルティングの実施 ～従業員の主体的なキャリア形成の促進～

社内／外のキャリアコンサルタントによるキャリア研修及びキャリアコンサルティング

〇実施形態の例
・キャリアの一定の段階ごとに定期的に実施
・特定の条件にある従業員を対象に実施

【中堅】
・ライフキャリアの後半戦に向けたモチ
ベーションの維持、中長期的キャリア
を見通して必要な能力開発に積極的
に取り組む意識の向上

・職場メンバーのキャリア開発に対す
る理解 等

【若手（入社時等）】
・キャリアプラン作りの支援を通した
職場定着や仕事への意欲の向上
・目標に照らした今後の課題の
抽出とその解決策の明確化、
実行の動機付け 等

【シニア層】

・これまでのキャリアの棚卸しと
目標の再設定

・職務・責任の変化や新たな環
境への適応などの課題抽出と
その解決策の明確化、
実行の動機付け 等

○ 「セルフ・キャリアドック」とは、企業がその人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と
多様なキャリア研修などを組み合わせて、体系的・定期的に従業員の支援を実施し、従業員の主体的なキャ
リア形成を促進・支援する総合的な取組み、また、そのための企業内の「仕組み」のこと。

セルフ・キャリアドックについて

・キャリア目標の明確化
・仕事への意欲の向上
・計画的な能力開発
・満足度の向上 等

・人材の定着
・組織の活性化
・生産性の向上

従業員の課題への支援

組織の課題への対応
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ジョブ・カード制度について

○ 免許・資格、学習・訓練歴、雇用型訓練、公的職業訓練をはじめとする訓練の評価、職務経験、仕事ぶりの評価の情報を蓄積し、応募書類等として活用

○ 個人が履歴、職業経験の棚卸し、職業生活設計等の情報を蓄積の上、キャリアコンサルティングを受けつつジョブ・カードを作成。
○ 職業生活の様々な場面・局面における活用。

 生涯を通じたキャリア・プランニングのツール

 職業能力証明のツール

学校卒業 求職活動 在職（キャリア形成) 引退過程

目 的

○ 個人の状況に応じた職業能力開発、多様な人材の必要な分野への円滑な就職の支援等のため、生涯を通して活用

○ 厚生労働大臣が「職務経歴等記録書」(ジョブ・カード)の様式を定めている
（職業能力開発促進法第15条の4第1項）。
○ 個人が、各様式に記入（必要に応じてキャリアコンサルティング等の支援）。
原則、電子化（個人自らのパソコン等に入力）し蓄積、場面に応じて活用。

様式の構成

・様式１ キャリア・プランシート

・様式３－３ 訓練成果・実務成果シート

・様式２ 職務経歴シート

・様式３－１ 免許・資格シート

・様式３－２ 学習・訓練歴シート

様式
１

様式
２

様式
３－１

様式
３－２

様式
３－３

周知・広報

○ジョブ・カード制度総合サイト

・ジョブ・カードの各様式やその記入例、
免許・資格や労働関係の統計情報等の
関係情報を提供。

・ジョブ・カード作成支援、履歴書・職務
経歴書が作成できる「ジョブ・カード作成
支援ソフトウェア（ＷＥＢ版含む）」や「ス
マートフォン版アプリ」等を提供。

○パンフレット・リーフレット・ポスター・動画
求職者・在職者、事業主、学生など幅広い層への周知広
報のためパンフレット・リーフレット等を配布。
制度説明や活用好事例をまとめた動画を配信。

職業能力証明シート

○ 個人が生涯活用するキャリア・プランニング及び職業能力証明のツールとして普及を促進。

転職・キャリアチェンジ 職業訓練
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高等学校中途退学者数及び中途退学率の推移

※文部科学省「平成30年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」6-1表をもとに作成。

※平成17年度から24年度は公私立高等学校・国立高等学校を調査。平成25年度からは高等学校通信課程も調査。

※中途退学率は在籍者数（4月1日現在）に占める中途退学者数の割合。

※高等学校には中等教育学校後期課程も含む。

76,693 
77,027 

72,854 

66,243 

56,947 55,415 
53,869 51,781 

59,923 

53,391 
49,263 47,249 46,802 48,594 

2.1% 2.2% 2.1% 2.0%
1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.7% 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 1.4%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

中途退学者数（左軸） 中途退学率（右軸）
平成 （年度）

（人）
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大学中途退学者数及び中途退学率の推移（推計）

※(独)労働政策研究・研修機構 調査シリーズ No.138 「大学等中退者の就労と意識に関する研究」 (2015) 図表序-1をもとに厚生労働省において作成。

※中途退学者数（推計）は「学校基本調査」より、入学年度の入学者数から４年後の卒業年度の卒業者数を減じた数。

※中途退学率は入学者数に占める上記の割合。

※平成18-19年に急増しているように見えるのは薬学部が６年制になったことも影響していると推察される。
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学校中退直後の就業状況

○ 高校を中途退学した直後の就業状況は「アルバイト・パート」が69.6％、「無職で何もしていない」が4.3％、大学等の高等教育を
中途退学した直後の就業状況は「アルバイト・パート」が57.1％、「無職で何もしていない」が8.2％となっており、いずれも卒業者と
比較すると高い。

離学直後の就業状況（学歴別）

(資料出所)(独)労働政策研究・研修機構 労働政策研究報告書 No.199「大都市の若者の就業行動と意識の分化－『第４回若者のワークスタイル調査』から」(2017)

※ 調査対象者：東京都の25～34歳の男女

正社員
（公務含む）

アルバイト
・パート

契約・派遣等 自営・家業 失業
無職で

何もしていない
無職で進学準備・

結婚準備等
その他・在学中

中卒 4.3 60.9 0.0 4.3 8.7 8.7 8.7 4.3

高卒 46.1 33.0 8.2 2.6 3.0 3.0 3.0 1.1

専門卒 67.0 19.4 6.6 0.8 4.9 0.0 0.5 0.8

短大・高専卒 66.7 14.1 10.4 2.2 3.7 0.7 2.2 0.0

大学卒 77.0 9.9 5.4 1.1 2.8 0.8 2.6 0.3

大学院卒・中退 74.7 6.9 5.7 2.7 3.1 1.1 5.4 0.4

高校中退 6.5 69.6 6.5 8.7 0.0 4.3 2.2 2.2

高等教育中退 11.2 57.1 5.1 3.1 9.2 8.2 5.1 1.0

男女計 67.0 17.0 6.2 1.7 3.5 1.3 2.7 0.6
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学校中退者の就業状況（一定期間経過後）

(資料出所)(独)労働政策研究・研修機構 労働政策研究報告書 No.199「大都市の若者の就業行動と意識の分化－『第４回若者のワークスタイル調査』から」(2017)

※ 調査対象者：東京都の25～34歳の男女

正社員
（公務含む）

アルバイト・パート 契約・派遣等 自営・家業 失業 その他

中卒 21.7 39.1 13.0 17.4 0.0 8.7

高卒 43.8 26.2 14.2 6.4 4.5 4.9

専門卒 60.9 16.1 10.7 7.2 3.6 1.5

短大・高専卒 54.8 17.8 17.0 6.7 3.0 0.7

大学卒 79.0 6.9 8.5 3.5 0.9 1.2

大学院卒・中退 83.9 2.7 5.7 4.2 2.3 1.1

高校中退 28.3 34.8 13.0 13.0 4.3 6.5

高等教育中退 49.0 17.3 10.2 7.1 9.2 7.1

男女計 69.3 11.7 9.7 5.0 2.2 2.1

離学から一定期間経過後の就業状況（学歴別）

○ 中退から一定期間経過後における就業状況は、高校中退者は「正社員」が28.3％、「アルバイト・パート」が34.8％、高等教育中
退者は「正社員」が49.0％、「アルバイト・パート」が17.3％である。中退直後と比べると、特に高等教育中退者において正社員比
率が高まっている。
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学校中退者の職業キャリアの構成

職業キャリアの構成（学歴別）

(資料出所)(独)労働政策研究・研修機構 労働政策研究報告書 No.199「大都市の若者の就業行動と意識の分化－『第４回若者のワークスタイル調査』から」(2017)

※ 調査対象者：東京都の25～34歳の男女

※ 職業キャリアの構成 ：離学直後の就業状況、現在までに経験した就業形態、調査時点の就業状況に基づくキャリアの類型
※ 「非典型」 ：アルバイト、契約・派遣
※ 「他形態」 ：上記に、自営・家業事業者、失業・無業状態である場合を含めたもの

正社員定着 正社員転職
正社員一時

他形態
他形態から

正社員
正社員から

非典型
非典型一貫 自営・家業 現在無業 その他・不明

中卒 0.0 0.0 0.0 21.7 4.3 47.8 17.4 8.7 0.0

高卒 14.2 6.7 7.1 15.7 15.4 25.1 6.4 8.6 0.7

専門卒 17.1 15.6 15.3 12.8 13.0 13.8 7.2 5.1 0.0

短大・高専卒 26.7 7.4 8.9 11.9 19.3 15.6 6.7 3.7 0.0

大学卒 43.7 15.7 7.7 12.0 7.2 8.2 3.5 2.1 0.0

大学院卒・中
退 55.2 14.2 1.9 12.6 2.3 6.1 4.2 3.4 0.0

高校中退 0.0 0.0 2.2 26.1 2.2 45.7 13.0 10.9 0.0

高等教育中退 3.1 3.1 2.0 40.8 2.0 25.5 7.1 13.3 3.1

男女計 34.2 13.2 7.9 14.0 8.7 12.7 5.0 4.1 0.2

○ 職業キャリアの構成は、高校中退者は「非典型一貫」が45.7％、「現在無業」が10.9％、高等教育中退者は「非典型一貫」が
25.5％、「現在無業」が13.3％であり、いずれも卒業者と比較すると高い。一方で、「他形態から正社員」は、高校中退者で
26.1％、高等教育中退者で40.8％となっており、正社員へ転換する中退者も多い。
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今後の若者雇用対策の在り方に係る論点

○ 若者雇用対策の対象年齢について

○ 若者の安易な早期離職の防止、

定着支援の方策等について

○ 若者が理想の初期キャリアを

形成するための方策等について
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Ⅲ 新型コロナウイルス感染症による
就職等への影響について
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令和２年３月新規学卒者の就職内定率等について

（単位：％）

（単位：％）

就職内定率

10月1日時点 12月1日時点 3月卒業時点

令和２年3月卒 93.8 95.4 95.4

平成31年3月卒 94.0 95.4 95.9

93.8

95.4
95.4

94.0
95.4

95.9

92

93

94

95

96

97
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99

100

就職活動実施率

10月1日時点 12月1日時点 3月卒業時点

令和２年3月卒 8.6 4.3 2.1

平成31年3月卒 10.0 4.5 3.0

8.6

4.3
2.1

10.0

4.5
3.0

0

2

4

6

8

10

12

資料出所：株式会社リクルートキャリア 就職プロセス調査（2020年卒）【確報版】「2020年3月版（卒業時点）内定状況」

資料出所：株式会社リクルートキャリア 就職プロセス調査（2020年卒）【確報版】「2020年3月版（卒業時点）内定状況」

民間調査によると、本年３月卒の大学生の就職内定率については、昨年よりは低下しているものの、高い水準を維持している。
ただし、12月1日時点から卒業時点にかけて内定率が上昇していないことから、年度末にかけて就職活動がうまく実施できていない可能性がある。
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令和２年３月新規学卒者に対する採用内定取消し等について

令和２年３月卒業者に対する採用内定取消し及び入職時期の繰下げの状況
（５月２２日時点）

□採用内定取消し ３７事業所 ９９名（うち大学等８０名、高校１９名）
うち主な産業 生活関連サービス業、娯楽業（６事業所、３０名）

卸売業、小売業（４事業所、２８名）

□入職時期繰下げ ８３事業所 ７２８名（うち大学等３５２名、高校３７６名）
うち主な産業 宿泊業、飲食サービス業：３７事業所、３８８名

サービス業（他に分類されないもの）：７事業所、１０３名

注１）いずれも職業安定法施行規則第35条第2項に基づき公共職業安定所に通知があったもの。
なお、当該数値については、速報も含まれるため、今後数字が変わりうることに留意。

注２）入職時期の繰下げについては、入社後に自宅待機になったものも含まれる。
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新型コロナウイルス感染症を踏まえた新卒者への対応について

○ 新卒者の雇用維持を図る事業主への支援のため、雇用調整助
成金の特例措置（※）の実施。

※ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者についても助成
対象とする特例。また、学生アルバイトも含む非正規雇用も対象となる特例。

○ 経済団体等に対して、2019年度新卒者の雇用維持及び2020年
度卒業・修了予定者の就職活動に対する配慮の要請

○ 新卒応援ハローワークに「新卒者内定取消等特別相談窓口」の
設置
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令和３年３月新規学卒者の就職活動の状況について

民間調査によると、令和3年3月大学卒の就職内定率については5月1日時点で45.7％となっており、昨年5.7ポイント低下している。
また、企業側の動向をみると、採用予定数について「当初の予定どおり」と回答した企業が約8割となっている。
ただし、一部の企業で新卒者の採用を取りやめるなどの動きも見られることから、今後の動向を注視する必要がある。

就職内定率

2月1日時点 3月1日時点 4月1日時点 5月1日時点

令和3年3月卒 9.0 15.8 31.3 45.7

令和2年3月卒 5.8 8.7 21.5 51.4

9.0
15.8

31.3 45.7

5.8 8.7

21.5

51.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

資料出所：株式会社リクルートキャリア 就職プロセス調査（2021年卒）「2020年5月1日時点内定状況」

企業の採用動向

1.5

82.6

3.9 12.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、21年卒採用の採用予定数を当初の予定から変更するか

増やす 当初の予定どおり 減らす 未定（検討中含む）

資料出所：マイナビ ＜緊急＞2021年卒企業新卒採用予定調査

（単位：％）
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令和３年３月新規学卒者の就職活動の状況について

資料出所：株式会社リクルートキャリア 就職プロセス調査（2021年卒）「2020年5月1日時点内定状況」

（単位：％）

56.9

38.5
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Web上での面接を受けた

個別企業の説明会・セミナーのうち、

Web上で開催されるものに参加した

面接など対面での選考を受けた

企業に自分で撮影した動画を提出した

キャリアセンターに相談した

個別企業の説明会・セミナーのうち、

対面（社内、会場など）で開催されるものに参加した

大学以外で開催される合同説明会・セミナーに参加した

2020年4月1日～30日時点までに実施した活動
（前年との差が5.0ポイント以上あるものを抜粋）

令和3年3月卒

令和2年3月卒
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新型コロナウイルス感染症による就職等への
影響に係る論点

○ 当面の影響や対策について

○ 中長期的な影響や対策について
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